
物品等の名称
及び数量

令和８年度　不動産鑑定評価業務（東予）

分任支出負担行為担当官
四国地方整備局　松山河川国道事務所長
蓜島　洋伸
愛媛県松山市土居田町797-2

契 約 締 結 日 令和　８年　５月１４日

株式会社ＪＢＡ不動産鑑定事務所
四国中央市中曽根町３６６－１

契約金額
（消費税及び地
方消費税含む）

￥２２１，１００．００－

予定価格
（消費税及び地
方消費税含む）

￥２２１，１００．００－

　本役務を遂行するためには、不動産鑑定における高度で専門的な知識や経験が要求され
ることから、公平性、透明性及び客観性が確保される企画競争による選定を行うものとし
た。
  公募により企画提案書の提出を求めたところ、２者からの提出があり、これを総合的に
評価した結果、求める役務の内容等に合致し、最も優れた提案を行ったと認められた上記
業者を特定したものである。
  よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規
定により、上記業者と随意契約を締結するものである。

備　　　　　考

随意契約結果書

契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約による
こととした理由

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び所在地


